
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２４年１月２３日

契約担当官

四国地方整備局長 川﨑 正彦

１．競争入札に付する事項

（１）件名 鉄屑外売払（高知河川国道事務所）

入札（契約）書に記載（使用）する件名は、「鉄屑外売払（高知河川国道事務所）」

とする。

（２）本件の概要等

鉄屑（１級） ３１３，４８３ｋｇ

鉄屑（２級） ４０，００９ｋｇ

鉄屑（級外） ３１，０８４ｋｇ

ステンレス屑 ３８０ｋｇ

（３）引渡期限

売払代金納入の日より２０日以内

（４）引渡場所

１）高知県吾川郡いの町音竹地先 宇治川排水機場

２）高知県香南市吉川町吉原地先 後川樋門遠方操作室

３）高知県香美市土佐山田町山田地先 高川原水防待機所

４）高知県吾川郡いの町是友地先 新宇治川放水路制水門

５）高知県土佐市中島地先 波介川水門

６）高知県吾川郡いの町大内地先 南の谷排水機場

（５）入札の方法

１）本案件は、紙入札方式で実施する。

２）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０

５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２．競争参加資格

（１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

（２）平成２２・２３・２４年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の買

受け」のうちＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされた四国地域の競争参加資格を有する者（会

社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格に関する公示（平成２

４年１月６日付）に基づく再申請の手続きを行った者。）であること。

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（競争参加資格に関する公示に基づく再申

請の手続きを行った者を除く。）でないこと。

（４）入札参加申込書を提出した者であること。



（５）四国地方整備局管内に事業所等を有していることを証明した者であること。なお、

事業所等とは、本店、支店、営業所及び工場等を指し、工場等には鉄屑を集積する拠

点となる場所を含むものとする。

（（４）及び（５）の提出書面を総じて「証明書等」という。以下同じ。）

（６）証明書等の受領期限の日から開札の日までの期間において、四国地方整備局長から

指名停止を受けていないこと。

３．入札書等の提出場所等

（１）契約条項を示す場所及び問い合わせ先

１）〒７６０―８５５４

高松市サンポート３番３３号

四国地方整備局 総務部契約課 購買係長 紙村

電話番号０８７－８１１－８３０３（契約課直通）

若しくは、

２）〒７８０―８０２３

高知市六泉寺町９６番地７

高知河川国道事務所 経理課 野村

電話番号０８８－８３３－０１９５（経理課直通）

（２）入札説明書を交付する場所及び方法

１）交付場所

上記（１）の契約条項を示す場所と同じ。

２）交付方法

交付の請求は、交付場所に備え付けの交付申請書に必要事項を記入し請求する方

法、又は必要金額分の切手を添え、必要な入札説明書の種類と申請者の住所氏名を

明らかにし請求する方法による。

（３）証明書等の提出場所及び受領期限

証明書等は、持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。

１）提出場所

上記（２）１）の交付場所と同じ。

２）受領期限

平成２４年 ２月 ３日（金） １６時００分

（４）入札書の提出場所及び受領期限

入札書は、持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。

１）提出場所

〒７６０―８５５４

高松市サンポート３番３３号

四国地方整備局 総務部契約課 購買係

２）受領期限

平成２４年 ２月２０日（月） １６時００分

（５）開札の場所及び日時

１）場所

〒７６０－８５５４

高松市サンポート３番３３号

四国地方整備局 ８階 入札室

２）日時

平成２４年 ２月２１日（火） １０時００分

（６）現地確認の場所、期間及び方法



１）場所

詳細は、入札説明書による。

２）日時

平成２４年 １月２３日（月）９時００分から

平成２４年 ２月２０日（月）１６時００分まで

３）方法

詳細は、入札説明書による。

４．その他

（１）契約手続きに使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札参加希望者に求められる義務

１）入札参加希望者は、上記３．（３）に示す受領期限までに証明書等を上記３．（３）

に示す場所に提出しなければならない。

２）入札参加希望者は、競争参加資格の確認のため契約担当官からの照会があった場

合には、説明をしなければならない。

３）入札参加希望者は、契約書（案）及び四国地方整備局競争契約入札心得を熟読、

遵守のうえ入札を行うこと。

（３）入札保証金及び契約保証金

免除する。

（４）落札対象

申請者を基に、契約担当官において競争参加資格の確認を行い、確認された入札書

のみを落札対象とする。なお、落札対象外とされた入札書に関する通知は、開札の前

々日までに行う。

（５）入札の無効

競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は、無

効とする。

（６）再度入札

初度の入札において、１）入札しなかった者、２）無効の入札をした者又は３）立

会をしなかった者は、再度入札への参加を認めない。

（７）契約書作成の要否

要。

（８）落札者の決定方法

１）会計法第２９条の６の規定に基づく、予算決算及び会計令第７９条の規定に基づ

いて作成された予定価格を上回る最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者

とする。

２）入札執行回数は、原則として２回とする。

（９）手続きにおける交渉の有無

なし。

（10）詳細は、入札説明書による。


